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令和４年第１０回中野区教育委員会定例会

○日時

令和４年４月８日（金曜日）

開会 午前１０時００分

閉会 午前１０時１７分

○場所

中野区役所５階 教育委員会室

○出席委員

教育委員会教育長 入野 貴美子

教育委員会委員 村杉 寛子

教育委員会委員 田中 英一

教育委員会委員 伊藤 亜矢子

○欠席委員

教育委員会委員 岡本 淳之

○出席職員

教育委員会事務局次長 青山 敬一郎

参事（子ども家庭支援担当） 小田 史子

子ども・教育政策課長、学校再編・地域連携担当課長

濵口 求

指導室長 齊藤 光司

学校教育課長 松原 弘宜

○書記

教育委員会係長 香月 俊介

教育委員会係 伊藤 芽依

○会議録署名委員

教育委員会教育長 入野 貴美子

教育委員会委員 村杉 寛子

○傍聴者数

６人
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○議事日程

１ 教育委員会委員の議席の指定

２ 報告事項

（１）教育長及び委員活動報告

①４月１日 区立小中学校校長等辞令伝達式

（２）事務局報告

①中野区教育委員会教育長職務代理者の指名について（子ども・教育政策課）

②教育長の臨時代理による事務処理について（指導室）

③令和４年度教育管理職の異動について（指導室）
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○議事経過

午前 10 時 00 分開会

入野教育長

それでは定足数に達しましたので、教育委員会第 10 回定例会を開会いたします。

初めに令和４年４月１日付けで教育委員会事務局の幹部職員の人事異動がございました

ので、事務局からご報告願います。

教育委員会事務局次長

令和４年４月１日付けの教育委員会事務局幹部職員の人事異動について、ご報告いたし

ます。

本日は欠席しておりますが、子ども教育施設課長に河田達彦が着任しております。

幹部職員の人事異動報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

入野教育長

それでは議事に入ります。

本日の会議録署名委員は村杉委員にお願いいたします。

本日の議事は、お手元に配付の議事日程のとおりでございます。

それでは日程に入ります。

初めに中野区教育委員会委員の議席の指定をいたします。

委員の議席は中野区教育委員会会議規則第７条の規定により、教育長が指定することに

なっておりますので、ただいまご着席いただいている議席を各委員の議席に指定したいと

思います。

よろしくお願いいたします。

＜教育長及び委員活動報告＞

入野教育長

それでは次に、報告事項に入ります。

初めに、教育長及び委員活動報告をいたします。

事務局からご報告願います。

子ども・教育政策課長

４月１日、区立小中学校校長等辞令伝達式に入野教育長が出席されました。

以上でございます。

入野教育長
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各委員からその他活動報告がございましたらお願いいたします。

村杉委員

情報提供といいますか、『ＧＩＧＡスクール時代のスマホ・ゲーム・ネットリテラシー授

業』という、このような冊子をいただきまして、これは著者の先生は日本小児科医会の子ど

もとメディア委員会の委員をされている先生でいらっしゃいます。

校長先生を歴任された先生方も加わっていらっしゃいまして、これからｉＰａｄを使っ

た子どもたちの授業が始まっていきますが、それに伴ういろんな体に起こる弊害や、気持

ち、精神に対する影響など、いろいろなことが書いてありますので、あと、子どもたちに対

するアンケートみたいなのもここに入っておりますので、今後皆様と相談して、ｉＰａｄ

をこれから使う子どもたちの心と体が健康でありますように、これをまた参考にさせてい

ただいたらと思います。

よろしくお願いいたします。

入野教育長

他にご発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

では私のほうから。３月 31 日に校長先生方の感謝状の贈呈式及び退職辞令の伝達式を行

いました。

今年は校長２名、それから園長 1 名、副校長２名が退職ということで、長い間、中野で

お世話になりましたので、ご挨拶をさせていただいたところでございます。

そして４月 1 日には、先ほど課長から話がありましたように、区立小中学校校長等辞令

伝達式ということで、副校園長先生の辞令伝達が 17 名、そして校園長先生方が 14 名の辞

令伝達を行いまして、新しい中野に「チーム中野」としてお力添えをということで、新しい

風を吹かせていただくようにお願いしたところでございます。

また、それが終わりましてから、幼稚園新規採用辞令交付と、小中学校の新規採用教員の

辞令伝達式を行いました。今年は合わせて 37 名ということで、フレッシュな先生方が入っ

てきております。しっかりした態度だったなという印象を持っております。

さらに４月６日には、４月１日から開設しました児童相談所が中にあります子ども・若

者支援センター、それから教育センターの年度初めでご挨拶をさせていただきました。さ

らに人数が増えておりまして、教育センターのほうも相談員を増やしましたし、子ども・若

者支援センターのほうも人数が増えておりましたので、かなりの大所帯でスタートしてお

ります。
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早速４月１日からそれぞれお仕事が始まっておりますので、今後とも連携をしっかり取

り合ってやっていけるといいなと考えております。

私のほうからは以上でございます。

その他発言がございませんので、委員活動報告を終了いたします。

＜事務局報告＞

入野教育長

続いて事務局報告に移ります。

事務局報告の１番目「中野区教育委員会教育長職務代理者の指名について」の報告をお

願いいたします。

子ども・教育政策課長

それでは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項の規定により、令和

４年４月１日付けで中野区教育委員会教育長職務代理者を指名しましたので、ご報告いた

します。

中野区教育委員会教育長職務代理者、第１順位に岡本委員を、第２順位に村杉委員を指

名いたしました。

以上でございます。

入野教育長

ご報告のとおり、岡本委員、村杉委員にお願いしたいと思います。

それでは本報告は終了いたします。

次に事務局報告の２番目「教育長の臨時代理による事務処理について」の報告をお願い

いたします。

指導室長

令和４年３月 25 日の教育委員会におきまして、ご指示をいただきました教育長の臨時代

理による事務処理を行いましたので、ご報告させていただきます。

制定しました規則は資料の２番にございます「中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」と「中野区立小学校及び中学校教

育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」の２件とな

ります。

事務処理の経過についてですが、令和４年３月 30 日付けで教育長の臨時代理により、こ

れら２件の規則の一部改正について決定をし、翌日３月 31 日に一部改正規則の公布を行い
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ました。

改正内容といたしましては、まず第一に、不妊治療のための休暇の新設に伴いまして、当

該休暇の承認要件、その他必要事項を規定しました。その詳細でございますが、５点ござい

ます。

まず１点目が不妊治療のための休暇の定義として、職員が不妊治療に係る通院等のため

勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇としたこと。２点目が、当該休暇に

ついては、任期付短時間教員につきましては、１会計年度となりますが、この１歴年におい

て、日または時間を単位としまして、５日、ただし、体外受精及び顕微授精に係るものであ

る場合については、10 日以内で承認をすること。３点目としましては、不妊治療のための

休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数が

あるときは、当該残日数の全てを使用することができること。４点目としまして、時間を単

位として与えられた不妊治療のための休暇を日に換算する場合は、７時間 45 分をもって１

日とすること。最後５点目ですが、当該休暇の承認に当たっては、不妊治療に係る通院等を

することを確認できる証明書等の提出を求めることができること。これら５点を新たに規

定したものでございます。

第２に、各様式について、押印等の廃止を伴う規定整備等を行いました。

さらに、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部

改正につきましては、一部未改正箇所の規定整備を行いました。

施行期日につきましては、令和４年４月１日となってございます。

説明は以上でございます。

入野教育長

ただいまの報告につきまして、質問等ご発言がありましたらお願いいたします。

田中委員

報告ありがとうございます。この点については了解したのですが、中身について教えて

いただきたいのですけれども、今、５点主な改正点があったということで、休暇日数が５日

と 10 日と説明いただきましたけれども、これは何かもとになる基準があったのでしょうか。

その辺を教えていただければと思います。

指導室長

こちら、国のほうの規定がございまして、23 区の人事院から下りてきたものでございま

すので、そちらに基づきましてこの日数も同様に定めたものでございます。



－7－

入野教育長

他にご発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

ないようでございますので、本報告は終了いたします。

次に事務局報告の３番目、「令和４年度教育管理職の異動について」の報告をお願いしま

す。

指導室長

令和４年度教育管理職の異動についてご報告させていただきます。

まず、校長ですけれども、今年度は小学校で９名、中学校で５名、幼稚園で１名の異動が

ございました。

内訳ですが、小学校は区内での転任が５名、区外からの転入が１名、区内からの昇任が３

名となってございます。

中学校は区内からの転任が１名、区外からの昇任が３名となってございます。

幼稚園につきましては区内からの昇任が１名となってございます。

続きまして副校長、副園長でございます。小学校が 11 名、中学校が４名、幼稚園が２名

の異動がございました。

小学校ですが区内での転任が５名、区内での昇任が１名、区外からの転任が１名、区外か

らの昇任が４名となってございます。

中学校ですが区内からの転任が２名、区内での昇任が１名、区外からの転任が１名となっ

てございます。

幼稚園ですけれども、２名のうち１名は区内での転任、もう１名は区内での昇任となっ

てございます。

説明は以上でございます。

入野教育長

ただいまの報告につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。

伊藤委員

例年と比べても多分大きな異動があって、入れ替わりの年になったのかなと思っており

ます。それに伴って、いろいろ新しい試みとか、これまでにさらに加えて、いろいろな教育

活動が盛んになるといいなとも思いますし、また、地域が違ったりしますと、条件が違うと

かあるかもしれませんので、そういったことにも気を配っていけたらよいかなと思いまし

た。
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以上、感想です。

入野教育長

他にご発言はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本報告は終了いた

します。

事務局からその他報告事項はございますでしょうか。

学校再編・地域連携担当課長

この４月に新しい校舎が完成しました令和小学校につきまして、登校初日の子どもたち

の様子を簡単に口頭でご報告させていただきます。

４月６日水曜日が区立小学校の始業式、入学式でございました。新校舎のほうへ、令和小

学校の児童たちは登校する最初の日となりましたので、私も早朝、学校の近くのほうに参

りまして様子を確認しております。

先生方は早朝から準備をされて、しっかり受け入れ態勢を整えていただいていましたの

で、始業式等に何の支障もなく、順調に推移していったということでございます。

また、通学につきましては、昨年度までと学校の位置が変わっておりますので、そういっ

た通学につきましては、早朝から安全誘導員に加えまして、ＰＴＡの皆様方にかなり多く

道路ですとか交差点に立っていただいて、子どもたちの見守りをしていただいたという状

況がございました。

子どもたちも整然と、きちんとマナーを守って、他の通勤・通学の方に迷惑になるような

ことがない形で、安全に登校しておりましたので、私もそういったことを確認し、ご報告と

させていただきます。

以上でございます。

入野教育長

ただいまの報告につきまして、ご発言がありましたらお願いいたします。よろしいでしょ

うか。

併せて、小中学校の始業式、入学式。幼稚園の始業式、それから今日が幼稚園の入園式に

なると思いますけれども、そちらのほうは始まっていまして、今、無事に過ごし始めたとい

う状況の報告は受けております。

それでは本報告は終了いたします。

それでは最後に、事務局から次回の開催についてご報告願います。

子ども・教育政策課長
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次回の教育委員会は４月 15 日金曜日 10 時から、当教育委員会室にて開催いたします。

以上でございます。

入野教育長

それでは、以上で本日の日程は全て終了いたしました。

これをもちまして教育委員会第 10 回定例会を閉じます。

ありがとうございました。

午前 10 時 17 分閉会


